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スペアマシンに関する規則追加について 

 
さる、7月25日に開催されましたロードレース委員会において「スペアマシン」に関する規則が 

下記のとおり、追加となりましたのでご案内申し上げます。 
 

 

該当規則 ： 国内競技規則 2011 全日本ロードレース選手権大会特別規則 （ｐ106） 
追加部分 ： □部分を追加する。 
 

 
14 スペアマシン 
14-1 スペアマシンの登録 

・ 出場申し込みの際に、１名のライダーに１台のスペアマシンを登録することができる。 

・ スペアマシンは登録されたメインマシンと同一のメーカーに限られる。 

・  スペアマシンは、メインマシンが 4 ストローク車両の場合、2 ストローク車両を登録することはでき 

ない。 また、逆の場合においても登録することはできない。 

 

・ スペアマシンはメインマシンと同時に、同じゼッケンをつけた状態で車検を受けなければならない。 
 

 

この規則の施行は、即時適用する。 

 

 

以上 


